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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年５月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年１０月９日 １０時５０分ごろ 

発生場所 北海道三石町三石港南南西方沖 

 三石港外南防波堤灯台から真方位２１３°５.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４２°０９.９′ 東経１４２°２８.８′） 

事故調査の経過  平成２５年５月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第八長生
ちょうせい

丸、１９トン 

   ＡＭ２－５４２９（漁船登録番号）、個人所有 

   １８.９５ｍ（Lr）×４.０１ｍ×１.４０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５５８.９８kＷ、昭和６２年７月２２日 

第２１２－７７３３号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 第十八久
ひさ

丸、７.３トン 

   ＹＭ２－１０６６（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.０９ｍ（Lr）×３.２３ｍ×１.２１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、昭和５８年５月７日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年４月１０日 

    免許証交付日 平成２３年１２月２７日 

           （平成２９年４月９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５５年４月１８日 

    免許証交付日 平成２３年２月１日 

           （平成２８年５月８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 船尾部及び船底部の外板に亀裂、破口等 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、三石港南南西方沖約７Ｍの漁

場でいか一本釣り漁を行っていたが、いか釣り漁船が集まっている約
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４Ｍ北西方の漁場に移動することとし、約１２ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）として針路３２０°（真方位、以下同じ。）

で自動操舵によって航行した。 

船長Ａは、操舵室内で立って操船を行い、レーダー２台をそれぞれ

５Ｍレンジ及び０.５Ｍレンジで使用し、周囲に漁船が多いので、ア

ラームが鳴る衝突予防装置を使用せず、Ａ船の船首が浮上して船首方

に死角（視界が制限される状態）が生じた状態で北西進した。 

船長Ａは、操業中、近くで操業していたＢ船を見ており、発進する

直前、先に移動を開始して前方を航行するＢ船の船体後部を視認し、

レーダー映像でもＢ船を認めていた。 

船長Ａは、先行するＢ船が約０.５Ｍに離れた後、Ｂ船から目を離

してソナーを見ている間にＢ船を視認できなくなり、ソナーに気を取

られてレーダー画面を見なかったので、Ｂ船が周囲にいなくなったも

のと思って北西進中、平成２４年１０月９日１０時５０分ごろ、三石

港外南防波堤灯台から２１３°５.７Ｍ付近において、Ａ船の船首部

とＢ船の船尾部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、三石港南南西方沖の漁場に到

着していか一本釣り漁の操業を開始した。 

船長Ｂは、漁場を移動するため、操舵室で立ってリモコンで操舵を

行い、約１０kn の速力で北西進した後、船首を北西方に向けて機関を

中立として漂泊し、いか釣り機を作動させて操業を開始した。 

船長Ｂは、操舵室において、操業模様の監視を行いながら、前方及

び横方向の見張りを行っていたところ、前方で箱詰め作業を行ってい

た甲板員が、Ａ船が後方の至近に接近していると走って報告に来たの

で、Ａ船に気付き、すぐに機関を前進にかけたが、前進する前にＡ船

と衝突した。 

両船は、自力で北海道浦河町浦河港へ入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

Ａ船は、速力が約１１kn 以上になれば、船首が浮上し、船首方に片

舷それぞれ約７°の死角を生じていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、三石港南南西方沖を北西進中、船長Ａが、Ａ船の船首が浮

上して船首方に死角が生じていたが、前方を航行していたＢ船から目

を離してソナーを見ている間にＢ船が視認できなくなり、また、ソナ

ーに気を取られてレーダー画面を見なかったので、Ｂ船がＡ船の周囲

にいなくなったものと思い、船首死角が生じた状態で航行していたこ
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とから、前路のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、Ｂ船がＡ船の船首死角に入っていたため、Ｂ船を視認で

きなかったものと考えられる。 

Ｂ船は、三石港南南西方沖でいか一本釣り漁を行って漂泊中、船長

Ｂが、操舵室で操業模様の監視を行いながら、Ｂ船の前方及び横方向

を見ていたことから、甲板員から連絡があるまで、後方から接近する

Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、三石港南南西方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が漂

泊していか一本釣り漁を操業中、船長Ａが船首死角の生じた状態で航

行し、また、船長Ｂが、操業模様の監視を行いながら、Ｂ船の前方及

び横方向を見ていたため、両船が衝突したことにより発生したものと

考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中、船首死角が生じる場合は、船首死角を補う措置を講じ、

他船を見落とさないこと。 

・レーダーを活用して見張りを適切に行うこと。 

・漂泊して操業中においても、周囲の見張りを適切に行うこと。 

 


